
『
改
正
省
エ
ネ
法
の
概
要
』

□
省
エ
ネ
法
と
は

石
油
危
機
を
契
機
に
昭
和
五
四
年

に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
で
、
工
場
・
事
業
場
単

位
か
ら
、
企
業
単
位
へ
変
わ
り
、

特
定
連
鎖
化
事
業
者
（
コ
ン
ビ
ニ
・

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
）
も
新
た
に
規
制

の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

□
省
エ
ネ
法
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
は

①

燃

料

原
油
及
び
揮
発
油
、
重
油
、
そ
の
他

石
油
製
品
。
可
燃
性
天
然
ガ
ス
。
石

炭
、
コ
ー
ク
ス
、
そ
の
他
石
炭
製
品
。

②

熱

①
に
示
す
燃
料
を
熱
源
と
す
る
熱

（
蒸
気
、
温
水
、
冷
水
等
）

③

電

気

①
に
示
す
燃
料
を
起
源
と
す
る
電
気

廃
棄
物
か
ら
の
回
収
エ
ネ
ル
ギ
ー

や
風
力
、
太
陽
光
等
の
非
化
石
化
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
対
象
と
な
ら
な
い
。

□
省
エ
ネ
法
が
規
制
す
る
分
野
は

①
工
場
又
は
事
業
所
を
設
置
し
て
事

業
を
行
う
者

②
輸
送
事
業
者
、
荷
主

③
住
宅
・
建
築
物
の
建
築
主
、
所
有

者
、
管
理
者
、
住
宅
供
給
業
者

④
機
械
器
具
の
製
造
・
輸
入
業
者

□
規
制
の
対
象
と
な
る
事
業
者
は

事
業
者
全
体
又
は
加
盟
店
を
含
む

事
業
全
体
の
一
年
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

使
用
量
（
原
油
換
算
）
が
合
計
千
五

百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
業
者

□
事
業
者
が
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
は

①
事
業
者
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用

量
の
把
握

②
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
状
況
届
出
書
の

提
出

（
今
年
は
七
月
末
日
期
日
）

③
特
定
事
業
者
又
は
特
定
連
鎖
化
事

業
者
の
指
定

④
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
統
括
者
等
の
選

任
⑤
事
業
者
単
位
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
管

理
の
実
施

⑥
中
長
期
計
画
書
、
定
期
報
告
書
の

提
出
（
今
年
は
十
一
月
末
日
期
日
）

等
々
。

『
預
金
の
相
続
は
？
』

Ｑ
、
亡
父
が
遺
し
た
財
産
の
中
に

銀
行
他
の
預
金
が
あ
り
ま
し
た
。

預
金
の
相
続
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら

良
い
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
ど
ん
な
点

に
注
意
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
、
銀
行
預
金
等
の
金
銭
債
権
は
、

支
払
を
分
け
て
う
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
意
味
で
、
可
分
債
権
と
い

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
可
分
債
権
が

遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
考
え
方
が
分
か
れ
て
い

ま
す
。
判
例
の
立
場
は
、
可
分
債
権

は
相
続
の
始
ま
り
と
同
時
に
法
律
上

当
然
に
分
割
さ
れ
、
各
相
続
人
が
相

続
分
に
応
じ
て
権
利
を
取
得
す
る
の

で
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
と
い
う
も
の
で
す
。

し
か
し
、
金
融
機
関
の
実
務
で
は
、

相
続
人
か
ら
相
続
分
に
応
じ
た
預
金

債
権
の
支
払
請
求
が
あ
っ
て
も
こ
れ

に
応
じ
ず
、
相
続
人
全
員
が
署
名
、

実
印
を
押
印
し
た
遺
産
分
割
協
議
書

も
し
く
は
払
い
戻
し
請
求
書
の
提
出

を
求
め
て
い
ま
す
。

判
例
の
立
場
は
前
述
の
と
お
り
で

す
が
、
家
庭
裁
判
所
の
遺
産
分
割
調

停
や
審
判
に
お
い
て
は
、
相
続
人
全

員
が
合
意
し
、
相
続
人
間
の
公
平
を

実
現
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に

は
、
可
分
債
権
を
遺
産
分
割
の
対
象

と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。

実
際
に
は
、
相
続
人
全
員
で
協
議

を
し
て
、
預
金
を
含
め
た
遺
産
分
割

協
議
書
あ
る
い
は
払
戻
請
求
書
を
作

成
し
、
相
続
人
全
員
の
印
鑑
証
明
書

や
相
続
関
係
が
わ
か
る
戸
籍
謄
本
を

つ
け
て
、
銀
行
に
提
出
し
て
払
戻
し

を
受
け
ま
す
。
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□

今
月
の
一
冊
□

最
近
の
出
版
書
の
中
か
ら
、
私
が

読
ん
で
み
て
、
こ
れ
は
と
思
う
一
冊

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

今
月
は
こ
の
一
冊
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

『
百
年
企
業
、

生
き
残
る
ヒ
ン
ト
』

久
保
田

章
市

著

角
川
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

推
定
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
は
創
業

百
年
以
上
の
企
業
が
約
五
万
社
あ
る

と
い
う
。
本
書
は
こ
の
よ
う
な
「
長

寿
企
業
」
に
な
る
た
め
の
秘
訣
を
明

か
す
の
も
だ
。
『
伝
統
の
承
継
と
革

新
』
こ
の
二
つ
を
柱
と
す
る
日
本
の

長
寿
企
業
の
あ
り
方
を
述
べ
る
と
と

も
に
、
終
章
で
は
、
製
造
業
、
卸
売

業
、
建
設
業
な
ど
、
様
々
な
業
種
の

長
寿
企
業
の
取
組
み
を
紹
介
。
「
元

気
で
長
生
き
す
る
」
た
め
の
具
体
的

な
ヒ
ン
ト
を
提
供
す
る
。

□
日
本
は
、
世
界
的
に
見
て
、
創
業

百
年
以
上
の
長
寿
企
業
が
多
い
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。

①

伝
統
的
な
家
制
度
の
存
在

日
本
の
企
業
の
多
く
は
「
家
業
」

か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
「
養
子
制

度
」
の
下
、
家
を
継
ぐ
男
子
が
い
な

い
場
合
は
、
優
秀
な
養
子
が
家
業
を

継
ぎ
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。

②

伝
統
の
承
継
と
革
新

伝
統
を
承
継
す
る
一
方
、
経
営
革

新
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
。
す
な
わ

ち
「
変
わ
ら
な
い
も
の
」
と
「
変
わ

る
も
の
」
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
う
ま
く

と
っ
て
き
た
。

□
長
寿
企
業
の
「
変
わ
ら
な
い
も
の

＝
伝
統
」
に
は
、
顧
客
第
一
主
義
、

本
業
重
視
の
経
営
、
従
業
員
重
視
な

ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
経
営
の
真

髄
」
で
あ
り
、
社
歴
の
浅
い
企
業
は

ま
ず
こ
ち
ら
を
学
ぶ
と
良
い
。

□
長
寿
企
業
の
「
変
わ
る
も
の
＝
革

新
」
に
は
、
顧
客
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
、

販
売
チ
ャ
ネ
ル
の
変
更
、
新
規
事
業

の
確
立
な
ど
が
あ
る
。
社
歴
の
長
い

企
業
は
、
こ
う
し
た
変
化
へ
の
対
応

を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

□
長
寿
企
業
で
あ
り
続
け
る
上
で
重

要
な
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

①

経
営
革
新
に
取
り
組
む

ま
ず
、
新
商
品
の
開
発
な
ど
の

「
攻
め
」
の
戦
略
に
取
り
組
ん
だ
後
、

新
人
事
制
度
導
入
な
ど
の
「
守
り
」

の
戦
略
に
取
り
組
む
。

②

社
員
を
大
切
に
す
る
経
営

社
員
を
大
切
に
す
る
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
社
員
と
の
間
に
信
頼
関

係
が
生
ま
れ
、
「
で
き
る
社
員
」
が

育
つ
。

③

後
継
経
営
者
の
育
成

企
業
は
「
経
営
者
次
第
」
で
あ
る
。

様
々
な
条
件
を
考
慮
し
て
、
最
適
な

後
継
経
営
者
を
選
び
、
育
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

※
企
業
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
「
継

続
」
す
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
れ

は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

先
週
末
、
建
行
協
主
催
の
山
口
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
国
士

舘
大
学
の
山
口
康
夫
教
授
の
基
調
講

演
や
実
務
者
と
の
討
論
会
を
聴
き
、

建
設
業
法
の
改
正
の
必
要
性
や
、
建

設
業
法
の
研
究
者
は
全
国
で
も
皆
無

に
近
い
状
況
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
近

い
将
来
あ
る
改
正
で
は
業
法
が
取
れ

て
「
建
設
法
」
に
な
れ
る
か
と
か
、

興
味
深
い
内
容
で
し
た
。

帰
り
に
は
、
「
維
新
の
湯
」
に
浸

か
り
、
山
口
の
人
気
の
地
酒
「
獺
祭

（
だ
っ
さ
い
）
」
を
堪
能
し
、
山
口

を
十
分
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
。
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建設業許可・経営事項審査

産業廃棄物許可・ 相続手続

各種法人設立 会計記帳

契約書・遺言書・協議書

HACCP・ISO

〒675-1335
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FAX 0794-62-2374

http://office-hashimoto.neｔ/

行政書士 ＣＦＰ

１級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ技能士

リスクと保険・保険の見直し

相続・事業承継

金融資産運用設計
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